
法令及び当社定款第15条の規定に基づき、上記の事項につきましては、書面交付
請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆
様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送り
いたします。

第11期定時株主総会招集ご通知に際しての
電子提供措置事項

⑴ 新株予約権等の状況
⑵ 会計監査人の状況
⑶ 業務の適正を確保するための体制
及び当該体制の運用状況の概要

⑷ 連結株主資本等変動計算書
⑸ 連結注記表
⑹ 株主資本等変動計算書
⑺ 個別注記表

株式会社テノ．ホールディングス



新株予約権等の状況
①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況
該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 31百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 31百万円

会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

3. 上記のほか、前事業年度の会計監査に係る追加報酬として8百万円を支払っております。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め
られる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会
が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　当社は、「私たちは、女性のライフステージを応援します。」、「私たちは、コンプライアン
スを推進します。」という経営理念のもと、株主、取引先、従業員等のすべてのステークホルダ
ーから信頼される企業であり続けるため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題
の一つと認識し、整備を進めております。
　当社は、この考え方に基づき、当社並びにその子会社から成る企業集団（以下、「当社グルー
プ」という。）の業務の適正を確保するための体制（以下、「内部統制システム」という。）
を、次のとおり整備いたします。

①　取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
ア. コンプライアンス体制の整備強化をはかるために職務権限規程、業務分掌規程、リスク・

コンプライアンス管理規程及び適切な内部統制システムに関する規程を制定する。
イ. 内部監査室を設置し、当社グループの内部監査を積極的に実施することにより、コンプラ

イアンス体制を確保し、内部統制システムの有効性と妥当性を検証する。
ウ. 健全な組織運営を目指し、内部通報制度を設け、内部監査室と外部弁護士を相談・通報の

窓口として自浄作用を発揮し、コンプライアンス違反を未然に防ぐ体制を整備する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア. 法令や文書管理規程をはじめとする社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書

又は電磁的媒体（以下、「文書等」という。）に記録し、適切に管理し保存する。取締役
及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できる。

イ. プライバシーマークの認証を取得し、個人情報を含む情報セキュリティの管理体制を構築
する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア. 組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応は当社管理本部が行い、各部門の所管業務

に付随するリスク管理は当該部門が行う。
イ. 取引先与信を定期的に見直すとともに、稟議規程その他の社内規程を適宜見直し、必要に

応じてリスク管理の観点から規程の制定及び改定を実施し、その運用状況を内部監査室が
監視する。
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④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア. 取締役会は迅速かつ的確な経営判断を行うために少数の取締役で構成し、毎月開催するほ

か、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
イ. 社内取締役を中心とする経営会議において、経営に関する重要事項の報告及び対応策、並

びにコンプライアンスの遵守状況の報告について審議等を行い、経営活動の効率化をはか
る。

ウ. 当社は、当社グループ全体を網羅する中期経営計画を策定し、適切な進捗管理等を実施す
ることを通じて職務執行の効率化をはかる。

⑤　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
ア. 当社は、当社グループ全体のコンプライアンスに係る社内体制として、リスク・コンプラ

イアンス担当役員及びリスク・コンプライアンス事務局を設置し、当社グループの取締役
及び使用人に対する一層のコンプライアンスの教育・啓蒙を推進するとともに、グループ
全体のコンプライアンスを統括するリスク・コンプライアンス委員会を適切に運用する体
制を構築する。

イ. 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、業務執行の状況を毎月開催される取
締役会及び経営会議で報告を受ける。また、重要案件については当社の事前承認事項とす
ることにより、子会社の業務の適正を確保する。

ウ. 当社の内部監査室による定期的監査を受け入れ、その報告を受ける。

⑥　当社の財務報告の適正性を確保するための体制
ア. 当社グループは、株主・投資家・債権者等のステークホルダーに対し、法令等に従い適時

に信頼性の高い財務報告を提供できるようにするため、財務報告に係る内部統制の基本方
針に従い、適正な会計処理及び財務報告を確保することができる内部統制システムを構
築・整備し、これを適正に運用する。

イ. 業務執行部門から独立した当社の内部監査室が、当社グループの財務報告に係る内部統制
の整備・運用状況について、その有効性評価を実施し、確認を行う。

ウ. 財務状況に重要な影響を及ぼす可能性が高いと認められる事項について取締役、監査役及
び会計監査人との間で適切に情報共有を行う。
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⑦　監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並
びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
ア. 現在、監査役の職務を補助すべき使用人は求めがあれば設置する方針であり、それ以外に、

内部監査室は監査役の補助として、監査役の要望した事項の内部監査を必要に応じて実施
し、その結果を監査役に報告する。

イ. 監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合は、その補助業務について独立性を確保
する。内部監査室が補助業務を行う場合も同様とする。また、補助すべき使用人の任命・
異動、人事評価及び懲戒等については、監査役会が指名した監査役と取締役が事前に協議
を行う。

ウ. 監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合は、必要に応じた監査への同行等、補助
業務の遂行に問題が生じないように対応する。

⑧　当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に
関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

ア. 当社グループの取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社グループ
に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに関わる事項等を必
要に応じて速やかに報告する。

イ. 報告の方法については、リスク・コンプライアンス管理規程並びに内部通報制度運用規程
において、通報者に不利益が及ばない内部通報制度を整備し、当社グループのすべての取
締役及び使用人に対し周知徹底をはかる。

ウ. 内部通報があったときは速やかにその事実関係を調査し、その結果を取締役及び監査役か
ら構成されるリスク・コンプライアンス委員会に報告する。

⑨　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　　　当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負
担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行により生じたものでな
いことを証明できる場合を除き、これに応じる。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア. 当社グループ各社の取締役会等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務執

行状況を把握し、必要に応じて意見を述べることができる。また、代表取締役及び業務執
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行取締役と定期的に会合を行うことで、経営方針及び統制環境の把握に努める。
イ. 子会社監査役との情報交換その他の連携により各監査が円滑に行われるよう、監査環境の

整備に協力する。
ウ. 必要に応じて会計監査人と意見交換を行い、また、弁護士その他の専門家に監査業務に関

する助言を受けることができる。

⑪　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
ア. 当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対し

て、毅然とした態度を取り、経済的な利益は供与しないことを基本方針とする。
イ. 組織としての対応方針としては反社会的勢力排除規程において明確化するとともに、警察
及び弁護士等の外部機関との連携体制を構築する。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①　取締役の職務執行
　当事業年度において取締役会を18回開催し、経営判断に基づく妥当性を満たすよう業務執
行の決定及び取締役の職務執行の監督を行いました。また、重要議案については経営会議等で
事前に十分審議したうえで取締役会へと上程し取締役の迅速かつ適正な意思決定を促進しまし
た。
②　損失の危険の管理
　組織横断的リスク状況を把握し、稟議規程、与信管理規程その他社内規程に則って業務執行
するよう徹底しております。
③　監査役の職務執行
　当事業年度において監査役会を17回開催し、監査役会で定めた基準に基づき策定した監査
方針・監査計画に従って監査を実施いたしました。子会社を含めた取締役会及び経営会議等の
重要な会議への出席や保育施設等の往査、代表取締役、会計監査人及び内部監査室との間で定
期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制システムの整備並びに運
用状況を確認しております。

④　内部監査の実施
　内部監査室は、監査計画に基づき、当社及び子会社の内部監査を実施いたしました。監査結
果は代表取締役に報告され、被監査部門の責任者に改善事項の指摘を実施しております。
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(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

株 主 資 本
純 資 産 合 計

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 455 532 832 △84 1,735 1,735

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △41 △41 △41
資 本 剰 余 金 か ら 利
益 剰 余 金 へ の 振 替 △108 108 － －
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 110 110 110

当 期 変 動 額 合 計 － △149 218 － 68 68

当 期 末 残 高 455 383 1,050 △84 1,804 1,804

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
　連結子会社の状況

連結子会社の数 ９社
連結子会社の名称 株式会社テノ．コーポレーション

オフィス・パレット株式会社
株式会社フォルテ
株式会社ホームメイドクッキング
セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社
株式会社ウイッシュ
株式会社子育てサポート
株式会社愛翔会
株式会社飛翔

当連結会計年度において、当社の連結子会社である株式会社フォルテが株式取得により子会社（当社の孫
会社）化した株式会社愛翔会及び株式会社飛翔を当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

　　なお、従来、当社の完全孫会社であった株式会社Yellow Finは、2025年10月１日付で同じく完全子会社
の株式会社ウイッシュを存続会社とする吸収合併により消滅し、また、当社の完全孫会社であったウェルフ
ァ株式会社は、2025年10月１日付で同じく完全子会社の株式会社フォルテを存続会社とする吸収合併によ
り消滅したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

⑵　持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、株式会社テノ．コーポレーション他７社の決算日は連結決算日と一致しております。
　セーフティージャパン・リスクマネジメント株式会社の決算日は３月31日のため、９月30日現在で実施
した仮決算に基づく計算書類を使用しております。
　なお、当該会社の決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っておりま
す。
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⑷　会計方針に関する事項
①　資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品 移動平均法による原価法を採用しております。
・原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）並び
に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物　３～47年
その他　　　　　３～15年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

ハ．リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており
ます。

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に
帰属する額を計上しております。

ハ．役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期
末要支給額を計上しております。
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④　重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。なお、いずれ
の事業においても履行義務充足後の支払い条件は、概ね１ヶ月以内に決済されており、重要な金融要素は
ありません。

イ．保育事業
　児童福祉法に基づき都道府県知事等において認可された認可保育園及び小規模園を運営しており、「子
ども・子育て支援制度」の下、国及び自治体が負担する施設型給付及び地域型保育給付を委託費として交
付を受けております。
　収益の大部分は利用者への保育サービスの提供によって履行義務が充足され、内閣府の公定価格及び自
治体が定めた補助金交付要綱に基づき、収益を認識しております。
　なお、一部の収益については、自治体の補助金交付要綱に基づき、家賃の支払いを行う等、徐々に履行
義務が充足されるため一定期間にわたり収益を認識しております。
　また、企業内・病院内等における保育等を受託し、委託企業等より業務委託費及び利用者からの利用料
を受けて運営しております。
　収益の大部分は利用者への保育サービスの提供によって履行義務が充足されます。
　なお、一部の収益については、自治体との委託契約に基づきサービスを提供することで、一定の期間に
わたって履行義務が充足されるため、一定期間にわたり収益を認識しております。

ロ．介護事業
　介護事業においては、老人福祉法、介護保険法、健康保険法及び障害者総合支援法に基づく必要な許認
可等を取得したうえで、利用者の身体の状態や環境に合わせて介護及び看護サービスを提供しておりま
す。当社は利用者とのサービス契約書及び「訪問介護計画」や「訪問看護計画」に基づき、利用者に対し
て各種介護及び看護サービスの履行義務を負っております。利用者へのサービスの提供によって履行義務
が充足され、介護保険法令に定める金額及び医療保険の診療報酬に準じた金額に基づき収益を認識してい
ます。
　また、当社は利用者との間の介護施設利用契約に基づき、居室及び食事等を提供する履行義務を負って
おります。サービスの提供により履行義務が充足された時点で、収益を認識しています。

ハ．生活関連支援事業
　手作り総合教室の運営においては、料理教室の運営及び商品の販売を行っております。利用者へ講義サ
ービスを提供し、または、商品を販売した時点で、収益を認識しております。
　少額短期保険業においては、保険料に係る収益は、原則として収納があり、保険契約上の責任が開始
し、期間が経過しているものについて計上しております。また、再保険金は、再保険契約に基づき受取事
由が発生したものについて、再保険契約に基づき算出した金額を計上しております。
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⑤　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ．のれんの償却方法及び償却期間 のれんの償却については、２～15年間の定額法により償却

を行っております。
ロ．消費税等の会計処理 当社および国内連結子会社の消費税等の会計処理は税抜方式

によっています。
なお、一部の連結子会社については固定資産に係る控除対象
外消費税等を個々の資産の取得原価に算入しております。
また、国内保険連結子会社の営業費及び一般管理費等の費用
は税込方式によっています。

２．表示方法の変更に関する注記
　（連結貸借対照表関係）
　　従来、連結貸借対照表上、「固定資産」の「その他」（前連結会計年度53百万円）に含めて表示しており

ましたが、重要性が増したため、当連結会計年度より、「土地」（当連結会計年度229百万円）として表示し
ております。

３．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当

連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結計算
書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。

⑴　固定資産の減損
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産　　　　　　　　　2,155百万円
無形固定資産（のれんを除く）　　285百万円
減損損失　　　　　　　　　　　　  29百万円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、保育事業、介護事業及び生活関連支援事業において施設を運営しており、キャッシ

ュ・フローを生み出す最小単位として、運営する各施設を基礎として資産のグルーピングを行っておりま
す。毎期、資産グループごとに、事業環境の変化や業績状況に基づいて減損の兆候を判定し、減損の兆候
があると認められる場合には、事業計画を基礎として割引前将来キャッシュ・フローを見積り、各資産グ
ループの固定資産の帳簿価額と比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。減損
損失の認識が必要とされた場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として
計上しております。
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当期において、生活関連支援事業の料理教室について、将来キャッシュ・フローが見込めなくなったた
め、帳簿価額を零まで減額し、当該減少額を減損損失として29百万円計上いたしました。

将来キャッシュ・フローの見積りには、利用者数や利用料等に基づく売上や営業費用の計画等の仮定が
含まれ、これらが市場環境の変化等により見直しが必要となる場合には、当社グループの業績及び財政状
態に影響を与える可能性があります。

⑵　のれんの評価
①　当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上した金額

のれん　　　　1,313百万円
減損損失　　　　170百万円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループののれんは、子会社や事業の取得時における将来の超過収益力に関連して発生しており、

その効果の発生する期間に均等償却しております。
毎期、事業環境の変化や業績状況に基づいて減損の兆候を判定し、減損の兆候があると認められる場合

には、事業計画を基礎として割引前将来キャッシュ・フローを見積り、のれんを含む固定資産の帳簿価額
と比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。減損損失の認識が必要とされた場合に
は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

当期において、料理教室を運営する株式会社ホームメイドクッキングの株式取得時に発生したのれんに
ついて、将来キャッシュ・フローが見込めなくなったため、帳簿価額を零まで減額し、当該減少額を減損
損失として170百万円計上しております。

将来キャッシュ・フローの見積りには、利用者数や利用料等に基づく売上や営業費用の計画等の仮定が
含まれ、これらが市場環境の変化等により見直しが必要となる場合には、当社グループの業績及び財政状
態に影響を与える可能性があります。
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商品 61　百万円
原材料及び貯蔵品 10
　　計 71

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 2,574百万円

建物及び構築物 166　百万円
土地 175
　　計 342

短期借入金 17　百万円
１年以内返済予定の長期借入金 19
長期借入金 316
　　計 351

４．連結貸借対照表に関する注記
⑴　棚卸資産の内訳

⑶　担保に供している資産及び担保に係る債務
　①　担保に供している資産

　　②　担保に係る債務
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株 式 の 種 類 当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 4,701,300株 －株 －株 4,701,300株

株 式 の 種 類 当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 132,724株 －株 －株 132,724株

決 議 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 配 当 金 の 総 額 １ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年３月19日
定 時 株 主 総 会 普通株式 資本剰余金 41百万円 9円00銭 2024年12月31日 2025年３月21日

決 議 予 定 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 配 当 金 の 総 額 １ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年３月19日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 45百万円 10円00銭 2025年12月31日 2026年３月23日

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

①　発行済株式の種類及び総数に関する事項

②　自己株式の種類及び株式数に関する事項

⑵　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
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６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達について
は主に銀行等金融機関からの借入により行っております。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制
　営業債権である売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。また、長期貸付金（建
設協力金）、敷金及び保証金は主に当社グループの運営する保育所建物の賃貸借契約によるものであり、
信用リスクに晒されております。
　未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の期日のものであります。
　長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目
的としたものであり、支払期日は最長のもので22年であります。
　売掛金に係る信用リスクは、「与信管理規程」等に沿ってリスク低減を図っております。
　投資有価証券は、発行体の信用リスクに晒されており、定期的に時価や財務状況等の把握を行っており
ます。
　長期貸付金（建設協力金）に係る信用リスクは、取引開始時に信用判定を行うとともに、契約更新時、
その他適時に契約先の信用状況の把握に努めております。
　敷金及び保証金に係る信用リスクは、取引開始時に信用判定を行うとともに、契約更新時、その他適時
に契約先の信用状況の把握に努めております。
　借入金は流動性リスクに晒されておりますが、月次で資金繰り表を作成し、グループ全体の資金繰り動
向を把握・管理しております。また、一部の長期借入金は金利変動リスクに晒されておりますが、現状の
低い金利水準を鑑み、金利変動リスクを回避するためのデリバティブ取引は利用しておりません。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価
額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額
が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

⑴ 長 期 貸 付 金 611百万円 541百万円 △70百万円

⑵ 敷 金 及 び 保 証 金 637 511 △125

資 産 計 1,248 1,053 △195

⑴ 長期借入金（１年内返済予
定の長期借入金を含む） 3,711 3,561 △149

負 債 計 3,711 3,561 △149

区 分 当連結会計年度
（2025年12月31日）

非 上 場 株 式 10百万円

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内

（百万円）

５年超
10年以内

（百万円）
10年超

（百万円）

現 金 及 び 預 金 2,518 － － －
売 掛 金 及 び
契 約 資 産 1,497 － － －

長 期 貸 付 金 46 192 236 135

合 計 4,062 192 236 135

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額10百万円）は次表には含めておりません
（2．市場価格のない株式等をご参照ください）。

（注）１．「現金及び預金」「売掛金及び契約資産」「未払金」「短期借入金」については、短期間で決済され
るため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

２．市場価格のない株式等

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
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１年以内
（百万円）

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内

（百万円）

３年超
４年以内

（百万円）

４年超
５年以内

（百万円）
５年超

（百万円）

短 期 借 入 金 1,864 － － － － －

長 期 借 入 金 654 534 506 478 417 1,121

合 計 2,518 534 506 478 417 1,121

４．長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

⑴ 長 期 貸 付 金 － 541百万円 － 611百万円

⑵ 敷 金 及 び 保 証 金 － 511 － 511

資 産 計 － 1,053 － 1,053

⑴
長期借入金（１年
内返済予定の長期
借 入 金 を 含 む ）

－ 3,561 － 3,561

負 債 計 － 3,561 － 3,561

①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資　産

⑴　長期貸付金、⑵　敷金及び保証金
　時価については、将来キャッシュ・フローを国債利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
より算定し、レベル２の時価に分類しております。

負　債
⑴　長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入等を行った場合に想定される
利率で割り引いて算定し、レベル２の時価に分類しております。
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（単位：百万円）
報告セグメント

その他 合計 調整額 連結損益計
算書計上額保育

事業
介護
事業

生活関連
支援事業 計

売上先別
国・地方公共
団体 9,990 － － 9,990 82 10,072 － 10,072

民間その他 3,634 1,784 1,174 6,593 117 6,711 △30 6,680

地域市場別
首都圏
九州圏
近畿・東海他

6,902
4,661
2,060

90
203

1,490

607
36

529

7,601
4,901
4,080

4
135
59

7,606
5,037
4,139

△14
△10
△5

7,591
5,027
4,134

顧客との契約か
ら生じる収益 13,624 1,784 1,174 16,583 200 16,783 △30 16,753

その他の収益 － 178 1,197 1,375 － 1,375 － 1,375

計 13,624 1,963 2,371 17,959 200 18,159 △30 18,129

７．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社の売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であり、当社の報告セグメントを売上先別及び地
域別に分解した場合の内訳は、以下のとおりです。

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、幼稚園や保育所等に対
する保育人材の派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、テノスクール
（tenoSCHOOL）の運営、結婚相談所事業（テノマリ）、保活事業（保活アシスト）等様々なニ
ーズに応じたサービスが含まれております。

２．調整額の内容は、セグメント間取引消去であります。

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基

本となる重要な事項に関する注記等　⑷会計方針に関する事項　④重要な収益及び費用の計上基準」に記載
の通りであります。
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当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,041百万円
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,234
契約資産（期首残高） 268
契約資産（期末残高） 262
契約負債（期首残高） 599
契約負債（期末残高） 633

⑴　１株当たり純資産 394円89銭
⑵　１株当たり当期純利益 24円08銭

⑶　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

イ．契約資産は、主として一定期間にわたり履行義務が充足される認可保育園の運営において収益を認識し
たが、未請求のものであり、契約負債は主に顧客からの前受金であります。
ロ．契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で売上債権へ振替えられ、契約負債は、収益の認
識に伴い取り崩されます。なお、契約負債の期首残高の概ね全額が当連結会計年度の顧客との契約から生じ
る収益に含まれております。
ハ．当連結会計年度において、契約資産及び契約負債の残高に重要な変動は発生しておりません。

②　残存履行義務に配分した取引価格
当社グループに予想期間が１年超の重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関

する情報の記載を省略しております。

８．１株当たり情報に関する注記
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９．企業結合等に関する注記
Ⅰ　企業結合に係る暫定的な処理の確定及び取得原価の当初配分額の重要な見直し
　2024年２月１日に行われた株式会社ウイッシュ及び同社の子会社である株式会社子育てサポートとの企業
結合について前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定してお
ります。
　この結果、暫定的に算定されたのれんの金額435百万円は、会計処理の確定により61百万円減少し、373
百万円となっております。のれんの減少は、無形固定資産のその他が92百万円、繰延税金負債が30百万円増
加したことによるものです。また、前連結会計年度末は、のれんが55百万円、繰延税金資産が11百万円それ
ぞれ減少し、無形固定資産のその他が83百万円、繰延税金負債が16百万円それぞれ増加しております。

Ⅱ　取得による企業結合
当社は、2024年12月20日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社フォルテを通じて

株式会社愛翔会の株式を取得し子会社（孫会社）化することについて決議し、2025年１月10日付で全株式を
取得しました。
⑴　企業結合の概要

①　被取得企業の概要
被取得企業の名称：株式会社愛翔会
事業の内容　　　：有料老人ホームの運営等

②　企業結合を行った主な理由
当社は、経営理念の一つに「私たちは、女性のライフステージを応援します。」を掲げ、社会が変化す

る中で、“女性”が育児をしても、家事をしても、介護をしてもなお、働き続けるためには、「いったい何
が必要なのか」を基本に様々なニーズに応えるべく事業展開を行っております。また、女性のライフステ
ージを取り巻く多様な社会ニーズに対応すべく当社グループの事業ドメイン（育児・家事・介護）に沿っ
た新規事業開発を重要な成長戦略の一つと位置付けております。

このような方針の下、2019年12月の事業譲受を契機に介護事業（デイサービス）への新規参入を行っ
ており、2022年１月には株式会社フォルテ（高齢者向け住宅の運営事業）を子会社化しております。そ
の後もＭ＆Ａ及び新規開設により施設数を拡大しており、本件も当社グループにおける介護事業の更なる
拡大を目的として実施するものであります。

③　企業結合日
2025年１月10日

④　企業結合の法的形式
株式取得

⑤　結合後企業の名称
変更はありません。
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取得の対価（現金） 150　百万円
取得原価 150

流動資産 115　百万円
固定資産 383
資産合計 498
流動負債 54
固定負債 371
負債合計 426

⑥　取得した議決権比率
100％

⑦　取得企業を決定するに至った根拠
当社が現金を対価として株式を取得したためであります。

⑵　連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
2025年１月１日から2025年12月31日まで

⑶　被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

⑷　主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー等に対する報酬・手数料等　13百万円

⑸　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①　発生したのれんの金額

77百万円
②　発生原因

取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その差額をのれん
として認識しております。

③　償却方法及び償却期間
7年間で均等償却

⑹　企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
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Ⅲ　取得による企業結合
当社は、2024年12月20日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社フォルテを通じて

株式会社飛翔の株式を取得し子会社（孫会社）化することについて決議し、2025年１月10日付で全株式を取
得しました。
⑴　企業結合の概要

①　被取得企業の概要
被取得企業の名称：株式会社飛翔
事業の内容　　　：有料老人ホームの運営等

②　企業結合を行った主な理由
当社は、経営理念の一つに「私たちは、女性のライフステージを応援します。」を掲げ、社会が変化す

る中で、“女性”が育児をしても、家事をしても、介護をしてもなお、働き続けるためには、「いったい何
が必要なのか」を基本に様々なニーズに応えるべく事業展開を行っております。また、女性のライフステ
ージを取り巻く多様な社会ニーズに対応すべく当社グループの事業ドメイン（育児・家事・介護）に沿っ
た新規事業開発を重要な成長戦略の一つと位置付けております。

このような方針の下、2019年12月の事業譲受を契機に介護事業（デイサービス）への新規参入を行っ
ており、2022年１月には株式会社フォルテ（高齢者向け住宅の運営事業）を子会社化しております。そ
の後もＭ＆Ａ及び新規開設により施設数を拡大しており、本件も当社グループにおける介護事業の更なる
拡大を目的として実施するものであります。

③　企業結合日
2025年１月10日

④　企業結合の法的形式
株式取得

⑤　結合後企業の名称
変更はありません。

⑥　取得した議決権比率
100％

⑦　取得企業を決定するに至った根拠
当社が現金を対価として株式を取得したためであります。

⑵　連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
2025年１月１日から2025年12月31日まで
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取得の対価（現金） 150　百万円
取得原価 150

流動資産 88　百万円
固定資産 19
資産合計 107
流動負債 13
固定負債 35
負債合計 48

⑶　被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

⑷　主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー等に対する報酬・手数料等　13百万円

⑸　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①　発生したのれんの金額

90百万円
②　発生原因

取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その差額をのれん
として認識しております。

③　償却方法及び償却期間
15年間で均等償却

⑹　企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
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10．重要な後発事象に関する注記
（取得による企業結合）

当社は、2026年2月20日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社テノ．コーポレーシ
ョンを通じてこどもファースト・ジャパン株式会社の株式を取得し、子会社化（孫会社）することについて決
議いたしました。
⑴　企業結合の概要

①　被取得企業の概要
被取得企業の名称：こどもファースト・ジャパン株式会社（以下「KFJ」といいます。）
事業の内容　　　：認可保育施設の運営、認可外保育施設の運営および受託、放課後児童クラブの運

営、児童発達支援、放課後等デイサービスの運営、企業主導型保育施設の運営
被取得企業の名称：株式会社子育て支援にじ（以下「NJ」といいます。）
事業の内容　　　：認可外保育施設の運営、経営及び運営受託
（注）KFJは、2026年4月1日を効力発生日として、NJとの間で、NJを吸収合併消滅会社とし、KFJを
吸収合併存続会社とする吸収合併を行った上で、株式会社テノ．コーポレーションの子会社となる予定
です。

②　企業結合を行った主な理由
当社グループは、経営理念の一つに「私たちは、女性のライフステージを応援します。」を掲げ、社会

が変化する中で、“女性”が育児をしても、家事をしても、介護をしてもなお、働き続けるためには、「い
ったい何が必要なのか」を基本に様々なニーズに応えるべく事業展開を行っております。また、女性のラ
イフステージを取り巻く多様な社会ニーズに対応すべく当社グループの事業ドメイン（育児・家事・介
護）に沿った新規事業開発を重要な成長戦略の一つと位置付け、長期ビジョン「tenoVISION2030」に
おいて主力である保育事業の拡大にも注力しております。

このような方針のもと、保育事業の展開エリアは、福岡、東京、愛知、大阪へと拡大しており、本件は
対象会社が有する鹿児島エリアにおける実績と運営ノウハウを活用することで、同エリアにおける保育サ
ービスの更なる拡充に貢献することを目的として実施するものであります。

以上を踏まえて、本件は当社グループの中長期的な企業価値向上に寄与するものと判断し、株式取得を
決定したものであります。

③　企業結合日
2026年4月1日

④　企業結合の法的形式
株式取得

⑤　結合後企業の名称
変更はありません。

⑥　取得した議決権比率
100％
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取得の対価（現金） 230　百万円
取得原価 230

⑦　取得企業を決定するに至った根拠
当社が現金を対価として株式を取得することによります。

⑵　被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

⑶　主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー等に対する報酬・手数料等　6百万円

⑷　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
　現時点では確定しておりません。

⑸　企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
　　現時点では確定しておりません。
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会社名 用途 種類 場所 減損損失
株式会社ホーム
メイドクッキング － のれん 東京都大田区 170百万円

株式会社ホーム
メイドクッキング

料理教室
（10施設）

建物及び構築物
長期前払費用
その他

東京都中央区　他 29百万円

11．その他の注記
（減損損失に関する注記）

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

当社グループにおいて、のれんについては子会社単位でグルーピングを行っております。料理教室におい
ては、キャッシュ・フローを生み出す最小単位に基づき、施設を基本単位として資産のグルーピングを行っ
ております。

当社の連結子会社である株式会社ホームメイドクッキングの株式取得に発生したのれんについて、将来の
事業計画を見直した結果、当初想定していた収益が見込めなくなったと判断したため、帳簿価額を回収可能
価額まで減額し、当該減少額を減損損失（のれん170百万円）として計上いたしました。なお、当該資産の
回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローが見込めないことにより、零と評
価しております。

当社の連結子会社である株式会社ホームメイドクッキングの料理教室について、営業損益が悪化している
施設について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（建物及び構築物27百万円、
長期前払費用2百万円、その他0百万円）として特別損失に計上しております。なお、当該資産の回収可能
価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローが見込めないことにより、零と評価してお
ります。
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(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

株 主 資 本

純　資　産
合　　計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 455 465 331 797 △108 △108 △84 1,058 1,058

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △41 △41 △41 △41
資本剰余金から利益
剰 余 金 へ の 振 替 △108 △108 108 108 － －

当 期 純 利 益 69 69 69 69

当 期 変 動 額 合 計 － － △149 △149 177 177 － 28 28

当 期 末 残 高 455 465 182 647 69 69 △84 1,086 1,086

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
②　その他有価証券

　市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）並び
に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備は、定額法を採用して
おります。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　　　３～15年
工具、器具及び備品　　　３～10年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　自社利用のソフトウエア 社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。
③　リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用してお
ります。

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属
する額を計上しております。

③　役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期
末要支給額を計上しております。
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⑷　重要な収益及び費用の計上基準
当社における収益は、子会社からの業務支援委託料及び受取配当金であります。
業務支援委託料については、子会社の会社経営の重要な方針に関する事項についての助言及び指導、総

務・法務に関する事務代行、監査に関する事務代行、情報システムに関する事務代行等の包括的な経営支援
に係る役務提供であり、子会社との業務委託契約に基づき役務提供する履行義務を負っております。当該業
務委託契約に基づき一定期間にわたり、収益を認識しております。

受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。

２．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業

年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及
ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。

⑴　関係会社投融資の評価
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式　　　　　　　2,601百万円
関係会社短期貸付金　　　　1,834百万円
関係会社長期貸付金　　　　1,100百万円
貸倒引当金　　　　　　　　　180百万円

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は、いずれも非上場株式であり市場価格がない株式であるため、取得原価をもって貸借対

照表価額としていますが、関係会社の財政状態の悪化等により実質価額が著しく低下した場合には、回復
可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の評価損を計上することとしております。

また、関係会社貸付金は、個別に回収可能性を勘案し、財政状態の悪化等により回収不能と認められる
場合には、貸倒引当金を計上することとしております。

関係会社株式の実質価額や関係会社貸付金の回収可能額の見積りには、将来の事業計画等の仮定が含ま
れ、これらが市場環境の変化等により見直しが必要となる場合には、当社の業績及び財政状態に影響を与
える可能性があります。
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⑴　有形固定資産の減価償却累計額 67百万円

①　短期金銭債権 126百万円
②　短期金銭債務 3百万円

関係会社との取引高
営業取引による取引高

営業収益 694百万円
営業費用 10百万円

営業取引以外の取引高 57百万円

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 132,724株 －株 －株 132,724株

繰延税金資産
関係会社株式評価損 121百万円
貸倒引当金 54百万円
役員退職慰労引当金 9百万円
繰延資産償却超過額 2百万円
その他 9百万円

計 197百万円
評価性引当額 △188百万円
繰延税金資産　合計 9百万円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △1百万円

繰延税金負債　合計 △1百万円
繰延税金資産の純額 7百万円

３．貸借対照表に関する注記

⑵　関係会社に対する金銭債権、債務（区分表示したものを除く）は次のとおりであります。

４．損益計算書に関する注記

５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会 社 等 の 名 称 議 決 権 等 の 所 有
（ 被 所 有 ） 割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取 引 内 容 取 引 金 額

（百万円） 科 目 期 末 残 高
（百万円）

子 会 社
株 式 会 社 テ ノ .
コーポレーション 所有

直接　 100.0％

役員の兼任
経営指導

資金の貸付

債務被保証

経 営 指 導 料
(注)1

資 金 の 貸 付
(注)2
資 金 の 回 収
利 息 の 受 取
(注)2

銀行借入に対
する債務被保
証(注)3

627

1,388

2,030
39

77

未 収 入 金

関係会社短期
貸 付 金
関係会社長期
貸 付 金

83

1,213

619

子 会 社 オ フ ィ ス ・
パ レ ッ ト 株 式 会 社

所有
直接　 100.0％

役員の兼任
経営指導

経 営 指 導 料
(注)1 10 未 収 入 金 11

子 会 社 株 式 会 社 フ ォ ル テ 所有
直接　 100.0％

役員の兼任
経営指導

資金の貸付

経 営 指 導 料
(注)1

資 金 の 貸 付
(注)2
資 金 の 回 収
利 息 の 受 取
(注)2

6

436

86
13

未 収 入 金

関係会社短期
貸 付 金
関係会社長期
貸 付 金

－

404

359

子 会 社 株式会社ホームメイド
ク ッ キ ン グ

所有
直接　 100.0％

役員の兼任
経営指導

資金の貸付

経 営 指 導 料
(注)1

資 金 の 貸 付
(注)2
資 金 の 回 収
利 息 の 受 取
(注)2

－

41

18
4

未 収 入 金

関係会社短期
貸 付 金
関係会社長期
貸 付 金

貸 倒 引 当 金

0

126

122

180

子 会 社 株式会社ウイッシュ 所有
直接　 100.0％

役員の兼任

資金の貸付

経 営 指 導 料
(注)1
受取配当金

資 金 の 回 収
利 息 の 受 取
(注)2

15

20

47
1

未 収 入 金

関係会社短期
貸 付 金

4

89

孫 会 社 株 式 会 社
子 育 て サ ポ ー ト

所有
間接　 100.0％ 経営指導 経 営 指 導 料

(注)1 15 未 収 入 金 5

７．関連当事者との取引に関する注記
子会社・孫会社

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 経営指導料については、業務内容を勘案して当事者の契約により決定しております。

２. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
３. 銀行借入に対する債務被保証については、期末残高を記載しております。なお、当該債務被保証に対

する保証料の授受はありません。
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⑴　１株当たり純資産 237円91銭
⑵　１株当たり当期純利益 15円16銭

８．１株当たり情報に関する注記

９．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

個別注記表「1．重要な会計方針に係る事項に関する注記　⑷重要な収益及び費用の計上基準」に記載の
とおりであります。

10．重要な後発事象に関する注記
（取得による企業結合）
　連結注記表「10．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しており
ます。
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